
監査措置状況報告書

令和7年2月14日

対象監査 令和６年度財政援助団体等監査（公の施設の指定管理者）

監査実施日 令和６年１１月７日～１２月１２日

担当部署 都市政策部 都市計画課 内線 2313

審　査　の　結　果

対　応　状　況　等

報告日現在の状況 措置済

概　　　　　　　　要

〇城山公園

・使用料の徴収について
　指定管理者は、当公園内の食堂等を運
営する事業所から使用料を徴収している
。
　使用料は、高山市都市公園条例第１１
条で「販売行為を行う場合１人１日２０
０ 円」とし、使用料の徴収については、
同条例施行規則第４条で「許可の際に納
入しなければならない」と規定している
が、４月１日に使用を許可しているにも
かかわらず、販売行為を行った人数の実
績に基づいて、８月と１２月の２回にわ
たって徴収を行っていた。
　規則に基づいて適切に徴収されたい。
　なお、令和２年度の財政援助団体等監
査（原山市民公園）において、販売行為
にかかる使用料の徴収は、年間を通じた
営業と同条例別表で定める行為とは性質
が異なると指摘したところであるが、改
善されていなかった。城山公園において
もこの算出方法を適用することが適切か
再度検討されたい。

　
　使用料の徴収については、都市公園条例及び同
条例施行規則に基づき、適切に徴収するよう指定
管理者に対して指導しました。
　なお、令和２年度の財政援助団体等監査（原山
市民公園）において使用料の算出方法が年間を通
じた営業と都市公園条例別表で定める行為（使用
料）が性質が異なるとの指摘について、城山公園
の施設についても再度検討しましたが、販売など
の収入を伴う施設の設置にかかる使用料と、その
他の施設の設置にかかる使用料を区分していない
ことや、年間を通じた営業をしていない施設等が
あることから、これまでどおり施設の設置にかか
る使用料と、販売等にかかる行為（使用料）を許
可日数、人数に応じそれぞれ徴収することは適切
であると判断しました。



監査措置状況報告書

令和7年2月14日

対象監査 令和６年度財政援助団体等監査（公の施設の指定管理者）

監査実施日 令和６年１１月７日～１２月１２日

担当部署 こども未来部 こども政策課 内線 2946

審　査　の　結　果

対　応　状　況　等

報告日現在の状況 検討中

概　　　　　　　　要

○高山市ふれあい児童館・高山市ふれあ
い老人いこいの家

・高山市ふれあい会館運営委員会につい
て
　高山市ふれあい会館管理条例第６条第
１項において、ふれあい会館の運営及び
事業に関する重要事項を協議するため、
高山市ふれあい会館運営委員会を置くと
規定している。
　当委員会の開催状況等について確認し
たところ、令和３年度以降一度も開催さ
れておらず、同条第３項に規定する委員
の委嘱も行われていなかった。
　長期にわたり委員が不在となっていた
ことから、委員会の必要性について検討
されたい。

　直接対話やアンケートなど、様々な方法により
利用者意見を反映した施設運営に努めていますが
、運営委員会については、新型コロナウイルス感
染症の影響もあり委員委嘱や開催を見合わせてい
ました。
　今年度は、条例の規定に基づき委嘱や開催を進
めています。
　なお、他の児童センターの根拠となる児童館管
理条例では、運営委員会の設置規定は無く、高山
市ふれあい会館管理条例と不整合となっているた
め、同条例での委員会設置の必要性を含めた検討
を進めます。



監査措置状況報告書

令和7年2月14日

対象監査 令和６年度財政援助団体等監査（公の施設の指定管理者）

監査実施日 令和６年１１月７日～１２月１２日

担当部署 商工労働部 商工振興課 内線 2213

審　査　の　結　果

対　応　状　況　等

報告日現在の状況 改善中

概　　　　　　　　要

○ひだ朝日村(朝日やすらぎ館)(朝日こだ
ま館) 

・納入金の算定方法について
  基本協定第２７条第１項に定める納入
金は、高山市交流促進施設（道の駅付帯
施設）の設置及び管理に関する条例及び
施行規則で、総売上高（消費税額及び地
方消費税額を除く。）に２．５％を乗じ
て得た額としている。
　当施設における売店・レストランの収
支は、著しい物価変動等により利益が大
幅に低下し、今期は赤字となったが、そ
の上、多額の納入金の支払いもあり、極
めて厳しい決算となっている。
　事業実態を考慮することなく、総売上
高を納入金の算定基礎としていることに
問題があると考えるため、算定方法の見
直しについて検討されたい。

　
　当該施設の納入金につきましては、昨年度の指
定管理更新時に現指定管理者と協議を行い、令和
６年１月３１日に締結した高山市交流促進施設「
ひだ朝日村」、胡桃島キャンプ場の管理に関する
基本協定書に基づき納付いただいております。
　近年、物価高騰や人件費の増大など、社会情勢
の急速な変化が影響しており、一部の高山市交流
促進施設（道の駅付帯施設）では管理に伴う決算
が赤字となるケースもございます。
　道の駅付帯施設が利用者ニーズに柔軟に対応し
、質の高いサービスを提供することで地域の活性
化が図られるよう、今後、納入金の算定方法の見
直しを検討します。



監査措置状況報告書

令和7年2月14日

対象監査 令和６年度財政援助団体等監査（公の施設の指定管理者）

監査実施日 令和６年１１月７日～１２月１２日

担当部署 市民活動部 スポーツ推進課 内線 2352

審　査　の　結　果

対　応　状　況　等

報告日現在の状況 措置済

概　　　　　　　　要

○高山市民プール

・モニタリング調査の実施について
　基本協定第２５条では、利用者からの
評価等を調査し、適切に把握したうえで
、サービスの向上を図るよう規定してい
る。
　高山市民プールでは、令和５年度の利
用者数１１，９６７人に対し、アンケー
ト件数１４件（回
収率０．１％）と極めて少ない件数であ
った。
　当該施設は、令和６年７月に赤保木公
園と一体的な施設としてリニューアルオ
ープンしたところである。これを契機と
し、多くの声を管理運営に反映できるよ
う意見の収集方法について検討し、魅力
的な施設となるよう努められたい。

 高山市民プールのモニタリング調査については
、これまでＷｅｂアンケートの活用により行って
きましたが、令和６年７月のリニューアルオープ
ンにともない、赤保木公園を含めた一体的な利用
の推進に向けて、利用者への直接ヒアリングを実
施したほか、まちづくり協議会をはじめとする地
域との意見交換を行うなどの改善を行いました。
　今後は一体施設「赤保木交流広場」として更な
る魅力の向上に向けて、これらのモニタリング調
査に加え、ＳＮＳの活用や利用団体へのアンケー
ト等を実施し、利用者のニーズや評価等の把握に
向けて取り組みます。



監査措置状況報告書

令和7年2月14日

対象監査 令和６年度財政援助団体等監査（公の施設の指定管理者）

監査実施日 令和６年１１月７日～１２月１２日

担当部署 総務部 行政経営課 内線 2477

審　査　の　結　果

対　応　状　況　等

報告日現在の状況 措置済

概　　　　　　　　要

◎各施設共通事項

・変更協定書の締結について【城山公園
、ひだ朝日村（朝日やすらぎ館）（朝日
こだま館）、高山市民プール】
　指定管理者制度運用ガイドラインでは
、備品購入後は速やかに備品台帳を整備
し、変更協定を締結することとしている
。
　今回の監査において、管理施設や貸与
備品の変更があるにもかかわらず、台帳
に記載がない施設や変更協定が締結され
ていない施設が散見された。
　今後、基本協定書に定められている管
理物件に変更があった際は、速やかに台
帳を整備するとともに変更協定を締結さ
れたい。
　また、市と指定管理者は、施設や備品
の状況を少なくとも年 1 回以上確認し、
台帳との突合を図るよう、適正な施設管
理に努められたい。

　備品台帳の整備をはじめ貸与備品の適正管理に
ついて、過去の監査で指摘された際も所管課に通
知していましたが、改めて全ての指定管理施設所
管課に対し、指定管理者制度運用ガイドラインに
基づき、施設や備品の状況を年に１回以上確認し
、貸与備品に変更があった場合は速やかに必要な
台帳整備及び基本協定の変更を行うよう周知しま
した。
　行政経営課においても、年度協定の締結等、協
定に関する通知を行う際に同様の周知を行い、適
正な管理の徹底を図ります。



監査措置状況報告書

令和7年2月14日

対象監査 令和６年度財政援助団体等監査（公の施設の指定管理者）

監査実施日 令和６年１１月７日～１２月１２日

担当部署 総務部 行政経営課 内線 2477

審　査　の　結　果

対　応　状　況　等

報告日現在の状況 改善中

概　　　　　　　　要

〇各施設共通事項

・業務計画書の提出について【高山市ふ
れあい児童館、高山市ふれあい老人いこ
いの家】
　基本協定第２１条第１項において、指
定管理者は、毎年市が指定する期日まで
に業務計画書を提出し、市の確認を得な
ければならないと規定している。
　今回の監査において、指定する期日を
確認したところ、明確に示されておらず
、一部の施設では、４月に入ってから業
務計画書が提出されていた。
　業務計画書は、業務開始前に所管課が
内容をチェックするものであるため、全
庁統一した運用が図られるよう業務計画
書提出日の明文化について検討されたい

　業務計画書の提出日については、業務開始前で
ある前年度中とし、指定管理者制度運用ガイドラ
インへの明記とともに、次年度の年度協定時に各
所管課を通して指定管理者に通知するなど、適切
な運用に努めます。


